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ピーク ２０位：７０万人以下１１位

１２位※東京23区を含めると
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※ Eco-Harmony Regionalism
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店舗フロア

公共施設

事務所
フロア

集会場

集会場

地下1～
地上2階

地上3階

地上4
～6階

地上7
～23階

地上24
～25階

〈事業の目的〉

●施 設 概 要 駅前の都市機能
の高度化



●施 設 概 要

〈事業の目的〉
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●施 設 概 要

〈事業の目的〉

地上1～2階

地上3～7階

地上8
～29階

住宅
フロア

駐車場

店舗フロア

中心市街地の
都市機能更新



〈事業の目的〉

住宅
フロア

店舗・事務所フロア
駐車場

地上4～27階

地上1～3階階

●施 設 概 要

良好な都市型
住宅の誘導



〈事業の目的〉

●施 設 概 要

地上4
～27階

地上1～2階

地上3～4階

住宅
フロア

店舗フロア

公益施設

駐車場

玄関口としての
都市環境整備



〈事業の目的〉

●施 設 概 要

地上3
～27階

地上1階

地上1～2階

住宅
フロア

店舗フロア

公益施設

共同化による高度化
と都市防災の強化



この法律は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、
都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、
もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。

（都市再開発法第1条）

〈現状の課題〉 〈課題の解決〉

出典：国土交通省



○敷地等を共同化し高度利用することにより、公共施設用地を生み出す

○従前権利者の権利は、等価で新しい再開発ビルの床に置き換えられる（権利床）

○ 高度利用によって新たに生み出された床（保留床）を処分して事業費に充てる

事業の仕組み
出典：国土交通省

権利変換



市街地再開発事業の実施にあたっては、下記の要件を満たす区域
であることが求められる。（都市再開発法第3条第3号）

●高度利用地区、特定地区計画区域等内

●地区内の耐火建築物の割合が1/3以下

●十分な公共施設がないこと、土地の利用が細分化されていること等、

土地の利用状況が著しく不健全

●土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に貢献

出典：国土交通省



出典：国土交通省



出典：国土交通省
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都市計画区域
（都市計画法の適用を受ける区域）

静岡市の区域区分
・1970年７月１日 当初決定

（イメージ図）



2025年３月31日現在

面積（ha）種別
141,193行政区域
23,490都市計画区域
10,537市街化区域
12,953市街化調整区域

箇所 決定年月日 地区
編入面積

(ha)

累計面積

(ha)

当初線引き 1970/7/1 ― ― 9,410

① 1978/4/21
瀬名、北、牧ケ谷、鳥坂、庵原、

興津及び清水港埋立事業
440 9,850

② 1990/2/23 鶴舞工業団地 22 9,872

③ 1992/7/28 下川原 21 9,893

④ 1994/10/28 清水港埋立事業 3 9,896

⑤ 2003/3/28 三保羽衣土地区画整理事業 21 9,917

⑥ 2004/4/30 清水港埋立事業 19 9,936

⑦ 2006/2/10 旧蒲原町 376 10,312

⑧ 2007/10/19 清水港埋立事業 4 10,316

⑨ 2008/10/24 旧由比町 137 10,453

⑩ 2010/12/28 松富上組 1 10,454

⑪ 2016/5/20 中島及び清水港埋立事業 31 10,485

⑫ 2017/11/28 恩田原・片山土地区画整理事業 40 10,525

⑬ 2020/8/3 清水港埋立事業 7 10,532

⑭ 2022/4/15 宮川・水上土地区画整理事業 56 10,588

― ー 縁辺部の災害危険区域等の逆線引き -51 10,537

10,537       2025年３月31日現在





都市計画区域

市街化調整区域

市街化区域





付議区分付 議 基 準NO

包括承認既存集落内の自己用専用住宅（分家住宅）1

包括承認大規模既存集落内の自己用専用住宅（分家住宅）2

包括承認既存建築物の建替えの際の敷地拡大の特例3

包括承認産業廃棄物処理施設4

個別付議地域振興のための工場等5

個別付議研究施設6

個別付議大規模流通業務施設7

個別付議レクリエーション施設8

個別付議
既存の土地利用を適正に行うための必要最低限な管理
施設9

個別付議収用対象事業による第一種特定工作物の移転10

個別付議社寺仏閣及び納骨堂11

個別付議社会福祉施設、介護老人保健施設及び有料老人ホーム12

個別付議病院13

個別付議既存工場の敷地拡張14

個別付議事業所従事者の社宅、寮等15

特別付議特別付議案件16

許可される開発行為・建築行為号

地域居住者が利用する公共公益施設（学校、診療所、社会福祉施設等）
または店舗等1

市街化調整区域内の鉱物資源や観光資源等の有効な利用上必要な施設2

温度、湿度、空気等特別の条件を必要とする政令で定める事業の用に供する施設3

農林漁業の用に供する施設または農林水産物の処置、貯蔵または加工に必要な施
設4

特定農村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」
による農林業等活性化基盤施設5

中小企業の連携・集積の活性化に寄与する事業の用に供する建築物等6

市街化調整区域内の工場施設における事業と密接な関連を有する施設で、事業活
動の効率化を図るために建設が必要なもの7

危険物の貯蔵・処理に供する施設8

道路沿道サービス（給油所等）または火薬類の製造所9

地区計画の内容に適合する開発・建築行為10

条例の内容（区域・基準）に適合する開発・建築行為
市街化区域に隣接、近接した区域で基盤整備が完了している区域で用途設定11

条例の内容（区域・目的・予定建築物用途）に適合する開発・建築行為12

都市計画の変更により市街化調整区域に編入されて６か月以内に届け出た開発・
建築行為13

開発審査会を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、か
つ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為14

※包括承認…定型的、類型的なもので、市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域において行うことが困難又は著しく不適当と認められ、
開発審査会があらかじめ承認しているもの。後日開発審査会にて報告している。

※個別付議…市街化調整区域内での立地実績の多い開発行為の類型を付議基準として整理・体系化し、事務処理市町の⾧が付議できる開発行為等の類型を
開発審査会が別に定めたもの。
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フラっとに込めた想い

≪静岡都心地区のめざす将来像≫

強化する取組
平面横断化等バリアフリーでフラットな

移動環境の整備

目標イメージ
ふらっと立ち寄ることができる
みんなの第３の居場所づくり

連携する体制
フラットな関係で進める公民共創

静岡の魅力的なまちなかは人々を惹きつけ、交流を通じて時代のニーズに応える新たな価値を次々と生み出す好循環を
作り出してきました。しかし、人口減少、Eコマースの発展、コロナウイルス感染症によるライフスタイルの変容は、
人々の価値観を消費「モノの所有」から質の高い体験「コトの消費」へと大きくシフトさせています。このような時代の
変化の中で、従来の「モノを買う場所」としての機能だけでは、まちの魅力や活力を維持向上させることが困難です。

また、このことに加え、静岡都心地区においては、建築物の老朽化に加え、空き家、空き店舗が目立つようになり中心
市街地としての求心力の低下が顕著な状況となってきています。そこで、フラットな関係で進める『公民共創』を基本理
念として、単に商業機能を活性化するだけでなく、訪れる人々が感動し、学び、楽しみ、交流できる「体験型」のまちづ
くりの機能を強化します。

商都として栄えてきた歴史を活かしながら、異なる特徴を持ったエリアを有機的に繋ぐことで、訪れる人々に体験や感
動を提供し、場所への愛着を育みます。これに併せ、高齢者や子育て世帯も歩いて楽しく過ごすことができ、誰もが『ふ
らっと立ち寄りたくなるまち』の実現を目指し、職・住・商・学・遊が一体となったまちづくりを進めます。

人が主役、フラっとな『おまち』
・・・・

・・・・

運営する体制
まちづくりのプラットフォーム機能の構築

2026年度中の策定に向けて作成中



めざす姿の実現には、これまで地域の住民・事業者の皆様との対話や来街者とのワークショップを重
ねた結果、施設や機能の更新による魅力向上、巡りやすい環境の充実、そして持続的な運営体制の構築
が重要であることを確認しました。

そのため、以下の３つの方針を掲げ、まちづくりに取り組んでいきます。

2026年度中の策定に向けて作成中



①商都としての魅力ある空間の形成
 防火建築帯や防災建築街区の建物をはじめとする、老朽化した施設

の更新を推進します。
 更新に当たっては、町割りや旧東海道といった徳川家康公ゆかりの

地としての歴史的背景、大型商業施設の集積や特徴ある様々な商店
街の立地といった商都として栄えてきた過去など、残された地域資
源を最大限します。

 特に、方針図の「まちなみ誘導区域」においては、伝統ある「おま
ち」の面影を残しつつ、景観の連続性などまちなみと調和した建物
の更新を推進します。

 また、建物１階部分は、空間形成にとって重要であるため、多くの
が集まる都市機能の誘導や統一感のあるファサードづくりを推進し
ます。

②職・住・商・学・遊を連携させたまちづくりの推進
 これからの静岡都心は、商業機能だけでなく、多様な目的を満足す

る機能が必要であるため、「職・住・商・学・遊」の機能が近接し
たまちづくりを推進します。

 特に、方針図の「都市機能重点配置区域」においては、より多目的
に人が集まる、「職・商」の機能について、積極的に推進していき
ます。

③憩い・くつろぎの場を創出
 静岡都心において、来街者が気軽に休憩・交流できる空間を増加さ

せていきます。公共空間については、都心の貴重なオープンスペー
スである青葉シンボルロードを時代に合わせた再編に加え、民間敷
地における公共的な空間についても、共創でつくっていきます。

 憩い、くつろぐためには、居心地のよい空間づくりが重要であるた
め、車両との分離や緑化による日陰の創出などを進めます。

静岡市の都心地区が持つ歴史と文化を未来へ繋ぎ、さらなる発展を遂げるために価値を『つくる』ことを方針の１つに掲げます。
価値を『つくる』ことで、静岡都心に人や投資を呼び込み、新たな魅力を創出していきます。

価値を『つくる』
～多様な目的を満足させる機能・施設の更新～

『つくる』方針図

まちなみ誘導区域
呉服町通りのような壁面線や軒先のラインが統一されているなど、魅力的なまちなみ
を形成している区域に加え、今後、景観の連続性など配慮する区域
都市機能重点配置区域
現状、一定の「職・商」という都市機能が集積した区域であるとともに、静岡都心
の再生を実現するうえで核となる重要な区域
都市の価値向上に資する公共空間
休憩や交流ができる空間として、積極的に価値の向上をめざす公共空間

新たに下記の区域や公共空間を設定

2026年度中の策定に向けて作成中



①歩いて楽しいまちづくりの推進
 静岡都心では、温暖で晴天率が高いという強みを活かし、歩いて楽し

いウォーカブルな「人」中心のまちづくりを推進します。
 「人」中心のまちづくりを進めるに当たっては、静岡都心の歩行環境

を改善していく必要があります。そこで、静岡都心に用のない車につ
いては、方針図の「都心内通過交通のう回路」を中心に、スムーズに
誘導できる取組を強化していきます。

 静岡都心においては、これまで育まれてきた歩行者天国など文化を継
承するとともに、交差点の平面横断化などを進めていきます。

 特に、方針図の「歩行者回遊性向上区域」については、より歩行者が
回遊しやすくなるように、歩行者中心の空間づくりや物流車両の荷捌
き環境の改善など取り組んでいきます。

②駅とまちの繋がりの強化
 静岡都心は、これまで公共交通網が発達し利便性の高い地区であり、

引き続き、この強みを活かしていきます。特に、JR静岡駅と静鉄新静
岡駅は周辺は、交通結節点としての機能をさらに強化し、公共交通の
利用促進を図っていきます。

 JR静岡駅の駅前広場では、公共交通及び一般車両の混雑解消や、歩行
者環境や待ち合わせ空間の改善に向けて、再編を進めていきます。

 また、JR静岡駅北口は、国道１号や御幸通りによってまちと分断をさ
れており、現状では、地下道が主な動線となっています。このため、
来街者にもわかりやすく、まちとのつながりを強化するため、平面横
断化などを進めます。

③まちなかに適した多様な移動手段の充実
 静岡都心には、多様な移動手段で訪れやすくするために、公共交通の

維持及び利便性の向上に加え、駐車場や駐輪場の適正配置などに取り
組んでいきます。

 また、静岡都心内での移動及び回遊では、シェアモビリティの拡充な
ど、誰もが移動しやすい環境づくりを進めていきます。

誰もが訪れたくなる、そして住み続けたくなるような活気あふれるおまちを実現するために、エリアを『つなぐ』ことを方針の１つに掲げます。
エリアを『つなぐ』ことで、効果を点から面へを拡大させ、静岡都心全体での活動の活発化につなげていきます。

エリアを『つなぐ』
～巡りやすい環境づくり～

『つなぐ』方針図

都心内通過交通のう回路
静岡都心内の歩行環境改善のために、通過交通の誘導を図る道路

歩行回遊性向上区域
静岡都心の中でも特に歩行者中心としたい区域を設定

新たに下記のう回路や区域を設定

2026年度中の策定に向けて作成中



①様々な体験ができるおまち空間の創出
 静岡市には、演劇、音楽、伝統芸能といった四季折々に展開される

「まちは劇場」と、清水エスパルスをはじめとする複数のプロスポー
ツチームが活動していること、また、「プラモデルのまち」としての
ものづくりの文化など、多く地域資源が存在します。これらの資源を
最大限に活用し、体験を通じて楽しむことができるまちへ転換を図り、
静岡都心でなければ味わえない一体感や感動を生むまちづくりを推進
します。

 静岡都心には、方針図の「魅力発信区域」では、これまでも様々な活
用が実施されていますが、更なる活用に向けて、公共空間の積極的な
規制緩和などを実施し、共創でまちづくりを進めていきます。

 活用については、時間帯にも着目し、夜間の魅力創出も進めていきま
す。例えば、通りを統一した灯りで彩り、夜間でも安全で快適に楽し
める環境づくりを進めます。また、冬の風物詩として定着している青
葉シンボルロードのイルミネーションに加え、ナイトマーケットの開
催などによって、夜間も楽しめる空間づくりを推進していきます。

 これらについては、公共空間だけでなく、民間側の建物や店舗からの
滲みだしや民間敷地と一体的な活用など、連携しながら取り組んでい
きます。

②空間に賑わいをもたらすためのエリアマネジメントの実施
 これからのまちづくりでは、道路や公園といった公共空間も多様な主

体によって管理運営するエリアマネジメントが重要となります。
 持続的なエリアマネジメントには、経験やノウハウが継承できるよう

な組織体制の強化やまちづくりに関わる人材の確保、また、安定的な
財源確保が不可欠です。

 このため、行政は、まちづくりのプラットフォームづくりや外部人材
の登用支援、公共空間の活用拡大に向けた規制緩和などに取り組んで
いきます。

 また、この静岡都心に関わってもらう人を増やすため、情報発信やプ
ロモーションの強化を公民共創で進めていきます。

来街者にとって忘れられない魅力的な体験を提供することや、みんなで理想のまちを創り上げるなど誰もがおまちを『楽しむ』ことを方針の１つ
に掲げます。

まちを『楽しむ』ことで、静岡都心に関わる人を増やし、まちづくりのプレイヤーづくりを促進します。

まちを『楽しむ』
～空間の柔軟かつ積極的な利活用～

『楽しむ』方針図

新たに下記の区域を設定

魅力発信区域
これまで公民で様々な活用が図られ、今後も積極的に活用をめざす区域
※魅力発信区域は今後の取組の中で追加していくことを検討

2026年度中の策定に向けて作成中



江戸時代の町割を基盤としたまちの構成 商業や官公庁をはじめとした都市機能の集積

 江戸時代は、徳川家康公により駿府城下町が形成され、駿
府城を中心に、城郭周辺部に武士・商人・職人の居住地、
寺院が設置されました。

 現在、駿府城跡は駿府城公園や官公庁、学校等となり、ま
た周辺には静岡浅間神社などの貴重な歴史・文化的資源が
残されています。

 商人・職人の住んだ城下町は、現在も呉服町や両替町など
の町名が残り、商業活動の中心として賑わっています。

資料：葵歴史のまちづくりグランドデザイン

 JR静岡駅・静鉄新静岡駅周辺は、大規模店舗や小売店が集
積し商業の核を形成しています。

 駿府城公園周辺には行政・医療福祉・文教施設が立地する
ほか、近年はオフィスや住宅の需要も高まっています。

 これらの機能集積により、静岡都心地区は県庁所在地とし
て、広域的な集客力と高い生活利便性を備えたエリアと
なっています。

都心地区の施設の立地状況江戸時代の駿府の都市構成
資料：2021静岡市都市計画基礎調査を基に作成

分布している主な用途

住宅・店舗併用住宅
共同住宅・店舗併用共同住宅
業務施設
商業施設

宿泊施設
商業系複合施設
官公庁施設
文教厚生施設

2026年度中の策定に向けて作成中



 静岡都心には、複数の商店街が存在し、それぞれがエリアごとに特徴があり、魅力的なまちなみを形成しています。
 まちなみを形成する要素の一つとして、呉服町通り沿いを中心に建ち並ぶ防火建築帯や防災建築街区の建築物があり、

これらは、1950～1970年代にかけて、都市の不燃化と防災機能向上を目的として整備さました。
 これらの建築物は、一体的な共同建築物となっているため、壁面線や軒先のラインが統一されており、これにより、

視覚的な連続性と安定感をもたらし、歩行者にとって心地よい空間となっています。また、１階部分については、多
様な店舗が連続し、多くの人が通行する、静岡市を代表する空間を形成しています。

 一方で、１階を利用しないと２階以上を活用できない、いわるゆ１棟貸しのような形態となっている構造も多く、建
物の２階以上の有効活用が図られていない状況です。

適度な高さと密度で並ぶ商店街

写真：呉服町通り（連続した店舗の様子） 写真：呉服町通り（統一された軒線の様子）

2026年度中の策定に向けて作成中



 近年、静岡都心では、小売店舗数の減少傾向となっています。
 特に、2021年にかけては、新型コロナウイルス感染症の拡大

も重なり、多くの地区で小売店舗数の減少が顕著になりまし
た。

 一方で、空き店舗や青空駐車場は、年々増加傾向にあります。
 この状況から、商都としての栄えてきた“おまち”の魅力が低

下していることが考えられます。
 このようなことから、これからは、商業一辺倒のまちではな

く、様々な目的や機能を複合化させた、新たな時代のまちづ
くりが必要だと考えられます。

 インターネットショッピングといったＥコマースの市場規模は、全国的に
年々拡大してきています。

 静岡都心における2021年の買い物に関する意識調査では、回答者の約４割が
Ｅコマースの利用頻度が増加したと回答しています。Ｅコマースを利用して
いない人を除くと、利用者の約半数が利用頻度を増やしている状況です。

 これらのEコマース利用の変化は、実店舗への来訪動機やそこでの消費行動
に影響を及ぼしていると考えられます。

小売店舗数の減少 消費行動の多様化

（出典：総務省「経済センサス」 ）
小売事業所数の経年変化

（参考：商工会議所「2021年度 静岡地域中心市街地通行量・来街者調査 結果報告書」を基に作成）
Ｅコマースの利用頻度の変化

非常に増加した

増加した

変わらない

減少した

利用していない

（出典：経済産業省「 令和５年度 電子商取引に関する市場調査」 ）
Ｅコマースの利用率

2026年度中の策定に向けて作成中



 静岡都心の居住人口は、近年の都心居住の需要の高まりにより新しいマンション建設が続き、2006年を境に増加傾向にあります。
 一方で、歩行者通行量については、1996年から2024年の間に約15万人が減少し、都心地区の歩行者は減少傾向にあります。
 この「住む人は増えるが訪れる人は減る」という状況は、静岡都心の住環境としての魅力が高まっている一方で、先に示した都

心地区の小売店舗の減少やＥコマースの普及、ライフスタイルの変化などの様々な要因が、広域からの集客力や消費を促す力に
影響を及ぼしていると考えられます。

 このようなことから、静岡都心にマンションなどの住環境を整備し、居住人口の増加を図るだけでは、静岡都心が抱える課題は
解決できないと考えられます。

歩行者数の減少

資料：2024年度 静岡地域中心市街地通行量・来街者調査 結果報告書
※ 1996 年度から継続調査している58 地点の通行量（合計）年度比較
※毎年11月の最終日曜日に実施

静岡地域中心市街地の通行量（58地点の合計）
資料：静岡市 住民基本台帳

静岡都心地区居住人口の推移
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 防火建築帯や防災建築街区の建物は、旧耐震基準であることに加え、古いものでは築60年以上が経過していることから、設備の老
朽化や雨漏りなど様々な問題が深刻化しています。

 これらの建物の更新は、喫緊の課題でありますが、共同ビルとして多数の地権者が存在することで、建て替えなどの更新に向けた
合意形成が困難であるという点が考えられます。

 これらの建物以外でも、築50年以上を経過した建物が静岡都心に点在しており、多くの施設が更新時期を迎えています。
 このように、老朽化したビルの更新が進んでいないことは、進出したい民間企業の需要と規模や設備などの施設供給でミスマッチ

が生じ、あらたな投資の機会を損失している一因であると考えられます。

建築物の老朽化

容積率 600％

築60年以上の建物

築50年以上～60年未満の建物

築30年以上～50年未満の建物

静岡都心地区の建築物老朽化状況

※当基礎調査は、平成27年度都市計画基礎調査成果品をもとに、その後の新築・建替え・滅失状況等を活用
して調査を行い、地図編集を行うため、示されている築年数は新築してからの年数を示すものではありません

（参考：静岡市「令和３年度静岡市都市計画基礎調査」を基に作成 ）

2026年度中の策定に向けて作成中



これまでの分析から、静岡都心地区は歴史や文化といった強みを持つ一方で、社会経済情勢の変化に対応しきれていない、
以下のような相互に関連する複数の課題を抱えていることが明らかになりました。

• 静岡都心として積み重ねてきた商都としての歴史・個性がある一方で、時代に即した施設・機能の更新
がなされていない。

• 従来通りの物販中心の「消費」に価値を求めており、活動・イベント・静岡ならではのユニークな体験
に着目し、そこに行かなければ味わうことのできない魅力を重視する「体験」に価値を見出していない。

• 憩い・くつろぐことのできる場所の不足と、それらの繋がりが弱いこと、まちの魅力の発信や持続可能
な拠点形成のためのまちの運営などについて課題がある。

これらの課題を総括すると、静岡都心地区の現状は以下のように整理されます。

① 小売店舗数の減少

② 消費行動の多様化

③ 歩行者数の減少

④ 建築物の老朽化

⑤ 歩行者の行動範囲の縮小

⑥ 交通環境整備の不足

⑦ 休憩できる場所の不足

⑧ まちづくり組織の体制不足

静岡都心地区の抱える課題

2026年度中の策定に向けて作成中
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ロータリー出口移設

交差点のコンパクト化
横断歩道設置
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“まちのロビー空間”

地上部分に歩行者のための広場空間を確保しつつ、

上空部分に民間活力を導入した建物を配置することを検討する。

既存ペデストリアンデッキのあり方

については関係者と協議中

広場面積

約２倍

①

②

③ ③

① ②

③ ③

④

⑤

②

サウスポット静岡

ホテルグランヒルズ静岡

サウスポット静岡

ホテルグランヒルズ静岡









≪めざす将来像≫
「文化・スポーツによる感動体験」 と 「快適で安心できる暮らし」が両立したまち
～最先端の文化・スポーツ等による新たな交流・滞在の創出（非日常）と、

快適で安心して住み続けられる環境（日常）が共存する、非日常と日常が融合した都市拠点～

文化・スポーツによる感動体験

快適で安心できる暮らし

・たくさんの楽しい催しにより
ワクワク・ドキドキを体験

・未来に夢や希望を持てる

・交通利便性が高く移動しやすい
・医療施設が身近になる安心感
・豊かな緑と美しい景観に浸れる



≪まちづくりの５つの方針≫
❶ 文化・スポーツの拠点としての、まちの新たな価値づくり
❷ 若者や子どもが、夢や希望を持てるまちづくり
❸ 誰もが移動しやすく、住みやすいまちづくり
❹ 多様な都市機能が充実し、居心地が良く歩きたくなる空間づくり
❺ 豊かな緑を身近に感じ、美しい景観に浸ることができる環境づくり

≪まちづくりの主要プロジェクト≫
Ⓐ 静岡市アリーナ
Ⓒ ペデストリアンデッキ
Ⓔ 土地利用規制（都市計画）の見直し
Ⓖ 低未利用地を活用した、まちの魅力を高める都市開発

Ⓑ 新県立中央図書館
Ⓓ 新たな交通システムの導入
Ⓕ 里山公園（谷津山）の保全・活用

方針❶のイメージ 方針❹のイメージ方針❸のイメージ



≪まちづくりの主な進捗状況≫ ペデストリアンデッキ

●まちをつなぐペデストリアンデッキ
東静岡駅、⾧沼駅とアリーナをつなぎ、歩行者と自動車の動線を分けることで、来場者や住民が安全・快適に通行・滞在できるよう、
ペデストリアンデッキ（高架の歩行者空間）を整備します。

アリーナとその周辺のペデストリアンデッキ（イメージ）



ペデストリアンデッキのルート案



≪まちづくりの主な進捗状況≫ 低未利用地を活用した、まちの魅力を高める都市開発

●都市の個性と質や価値を高める都市開発

地区内に点在する県有地・市有地等の低未利用地を活用し、県市連携等による魅力的な都市空間の実現に向けた都市開発を
進めます。

まちの魅力を高める都市開発のイメージ（「まちづくりアイデアコンペin東静岡」での提案より）

※出典:まちまるごとアリーナ

※出典:ヒガシズ 際立つ!

※出典:「かいゆう」のまち

※出典:LIFE Streaming

※出典:WEAVING NETWORK

※出典:東静岡「水と緑が織りなす新しい東海道」
子育て世代が集う、持続可能な理想都市



【道路上空部】 ペデストリアンデッキ

対象市有地（赤色範囲）敷地面積 約3,０00㎡

対象市有地（点線内）

【既存駐輪場跡部分】 民間事業施設＋連絡通路
民間事業施設

（宿泊施設、物販などを想定）

●市有地 全体図

静岡市では、東静岡駅地区のまちづくりを推進するなか、東静
岡駅北口において静岡市アリーナ整備・運営事業を進めています。

アリーナ敷地に近接する市有地は現在、「東静岡北口自転車等
駐車場」として利用されているほか、東静岡区画整理事業におけ
る「５１街区」として未利用の状態となっています。

当該市有地は「ＪＲ東静岡駅に近接している」といった立地条
件を活かし、民間投資を呼び込み、有効利用をすることが「地区
全体のまちづくり」につながっていくと考えます。

地区全体のまちづくりには、アリーナとJR東静岡駅を結ぶペデス
トリアンデッキの機能と、物販や飲食、宿泊等の民間施設が一体
となった建物が計画・実施されることにより、当該地区の利便性や
質が向上し、それがまた、他の民間投資を呼込む好循環を生む
ことが必要となります。

●都市の個性と質や価値を高める都市開発（市有地） ●東静岡地区市有地（対象市有地） 全体図



※スタジアム関係は「３２. アリーナ・スタジアム」に記載
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清水港及びその周辺において“みなと”と“まち”を一つの資産として最大限に活かす「みなとまちづくり」を公民連携により
推進する組織として、2018年4月に設立された。その後、各地区のみなとまちづくりについて提言を続けている。

港湾行政

静岡県

静岡商工会議所

会⾧ 学識者

事務局

県1名

市1名

民間2名

鈴与商事(株)

鈴与建設(株)

鈴与自動車運送(株)

柏栄トランス(株)

清水運送(株)

清水倉庫(株)

はごろもフーズ(株)

アオキトランス(株)

(株)天野回漕店

清和海運(株)

(株)TOKAIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

中部電力パワーグリッド(株)

都市行政

静岡市

社会事業

(株)静岡銀行

静岡鉄道(株)

(株)清水銀行

港湾事業

清水港振興(株)

清水埠頭(株)

鈴与(株)

主な活動内容
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方向１

方向2

方向3

方向4

交流機能

農業機能

居住機能

■

工業機能

物流機能



約125ｈａ全体地区面積

概算面積表

※各エリア面積は、公共用地面積を含まない

恩田原・片山

宮川・水上

西大谷

富士見台

先行整備エリア

後発整備エリア

約20ｈａ交流施設エリア

約18ｈａ居住エリア

約28ｈａ工業・物流エリア

約14ｈａ農業エリア



静岡都心

東静岡副都心JR東海道新幹線・東海道線

恩田原・片山地区
約32.8ha

宮川・水上地区
約47.0ha

大谷・小鹿全体
約125ha
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※イメージ

※イメージ

農業
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日本平久能山
ｽﾏｰﾄIC







2035年

2035～2036年

～2022年度

2024年８月
９月

2023年８月

2023年度





41観光にも掲載



クルーズ船
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→







41 観光にも掲載













60 環境にも掲載
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※ Eco-Harmony Regionalism

※
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こがねむら なかむら せぎざわむら かんざわむら



都市計画図（蒲原地区）

※
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166(3.4%)

169(3.4%)

244(4.9%)

228(4.6%)

226(4.6%)

230(4.7%)

264(5.3%)

353(7.1%)

440(8.9%)

370(7.5%)

376(7.6%)

319(6.4%)

375(7.6%)

386(7.8%)

322(6.5%)

146(3.0%)

60(1.2%)

11(0.2%)

1(0.0%)

93(1.8%)

140(2.7%)

168(3.3%)

193(3.8%)

214(4.2%)

174(3.4%)

155(3.0%)

201(3.9%)

229(4.5%)

342(6.7%)

359(7.0%)

334(6.5%)

398(7.8%)

333(6.5%)

420(8.2%)

504(9.8%)

394(7.7%)

271(5.3%)

159(3.1%)

40(0.8%)

11(0.2%)

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

蒲原地区
男 計4,946(100.0％) 女 計5,132(100.0%)

9,727(3.0%)

12,226(3.7%)

14,017(4.3%)

14,826(4.5%)

16,561(5.1%)

17,241(5.3%)

16,812(5.2%)

17,969(5.5%)

20,005(6.1%)

22,954(7.0%)

27,379(8.4%)

24,207(7.4%)

21,427(6.6%)

19,651(6.0%)

21,304(6.5%)

21,183(6.5%)

15,716(4.8%)

8,704(2.7%)

3,477(1.1%)

761(0.2%)

59(0.0%)

9,321(2.7%)

11,468(3.3%)

13,169(3.8%)

13,968(4.1%)

15,901(4.6%)

15,718(4.6%)

15,266(4.4%)

16,864(4.9%)

19,195(5.6%)

22,261(6.5%)

26,456(7.7%)

24,334(7.1%)

21,551(6.3%)

20,533(6.0%)

23,494(6.8%)

25,889(7.5%)

21,819(6.3%)

14,915(4.3%)

8,630(2.5%)

2,849(0.8%)

451(0.1%)

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90～94歳

95～99歳

100歳以上

静 岡 市
男 計326,206(100.0%) 女 計344,052(100.0%)
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2020

目指す姿：「東海道をつなぎ、江戸庶民が胸躍らせた旅物語を深く味わう、
世界から選ばれる地域」

ヒ
ト

コ
ト

モ
ノ

情
報

場

■組織整備 ■整備 ■情報編集・発信■普及啓発

つなぐ 深める戦略１：地域をつなぐ
戦略２：ストーリーを深める

×

地域経済の
活性化

ターゲットの多層化と誘客段階
１ 入口層（地元・近隣住民） 日帰り、ライト層…体験の「入口」となる層
２ 滞在促進層（県外・広域旅行者）…学び・歴史体験・食との相性が良く、滞在化の中心。
３ 価値創造層（インバウンド・広域周遊者）…物語性の高い「深く味わう」旅を求める層

■戦略立案 ■人材育成 ■観光事業化













活用決定

活用決定

活用決定

行政利用

活用決定

暫定利用

暫定利用







未利用資産の活用空き家の活用
■専門部署の設置（2024年4月設置）

民間発案制度（ 2024年７月策定）他

資産活用を積極的に進める方針、各種制
度の制定を明記

市有資産活用方針を具現化するため、民間事
業者が自由に事業提案をできる制度等を構築

実績（2024年度以降）

■市有資産活用方針（ 2024年７月策定）

統廃合により生じた学校施設など全ての
未利用資産の活用を担う組織

社会共有資産利活用推進課

旧井川小学校⇒南アルプスユネスコエコパークミュージアム
旧清水西河内小学校⇒オクシズパーク（地域活性化施設）
旧清水斎場⇒陸上養殖施設
旧足久保小学校⇒キャンプ場・宿泊施設
旧清水中河内小学校⇒通信制高校
東静岡１号調整池⇒コインパーキング（暫定活用）
東静岡２号調整池⇒バイク等イベント

社会共有資産のフル活用

これまで資産活用は全く進んでいなかったが、組織や方針、制度を
整備し、着実に実績をあげている。

■空き家利活用・住みたい家に住める
プロジェクトチームの編成（2025年4月新体制移行）

■目的

実績（2025年度以降）
年々増加する「空き家」を市内に存在する活用すべき“社
会資産”と捉え、所有者に寄り添いながら次世代の住みた
い方々へ空き家を繋いでいくことを促進するための３つ
の取組を始めた。
（１）新たな空き家相談窓口の開設
（２）空き家の活用意向確認（書類送付）の実施
（３）空き家に関するワンストップ相談会の開催

・空き家の利活用推進に向けた周知、情報収集、具体化の検討
・子育て及び若年世帯、高齢者、外国人等に対する中古住宅の
供給を促進する施策の検討

・中山間地域における定住の促進
・中古住宅の流通促進（土地等利活用推進公社との連携）や
住宅以外への用途転用を促進する施策の検討

◎建築部理事、〇住宅政策課、〇社会共有資産利活用推進課、
都市計画課、建築安全推進課、税制課、固定資産税課、市民自治推進課、中山間地
振興課、福祉総務課、地域包括ケア推進課、安心感がある温かい社会推進課、こど
も未来課 （◎チームリーダー、〇サブリーダー）



















まちの使われていない
建物の捉え方

ものをつくらず、仕組み•関係•行為をデザインする制作編集社
つばめ制作社大澤康正



自己紹介
つばめ制作社 2

長崎県の壱岐島出身。42歳。

2016年から蒲原の西町区に居住。

自宅兼駄菓子屋、宿泊施設（柵区）、シェアハウス（堀川区
）を運営。

2019年から空き家の調査を開始。（現在も継続中）

2023年から静岡市、静岡銀行等と連携し、物件調査、ヒアリ
ング、空き家見学ツアー、物件運用の提案（プランニングや
ディレクションなど）等を行う。

現在、静岡市の主催するビジネスプランコンテストUNITEで、
一次審査を通
過し、二次審査の向けて準備中。

また、静岡市道の駅整備検討委員会の市民委員を拝命。



目次
つばめ制作社 4

• 空き家は何が問題なのか？

• 蒲原地区の特徴から見る

• 不動産会社の視点から見る

• 僕の考え方

• 静岡市の文化財保存活用地域計画

• おわりに



空き家は何が問題なのか？
つばめ制作社 5

使われないこと。

使われさえすればこ
こに挙げたことは解
決できる。

※適切に解体も必要。

雑
草

倒壊

鳥
獣

害
虫

景観

防災

防犯
使える状況や状態にするための

環境整備

文化



蒲原地区の特徴から見る
つばめ制作社 6

地域柄の背景と

間口が狭い
奥に長い

地縁の深さ
近隣関係

古い
耐震性

隣と隣接しているく
っついている

人口減

我慢してきた世代諦め

思い入れ
愛着

状況や感情的な背景

そのまま放置されて物件情報が出てこない



不動産会社の視点から見る
つばめ制作社 7

不動産屋さんからすると
儲からないビジネスになってしまうため

積極的に関与できない

物件情報がない

手間がかかる人口流出

紹介しづらい物件
売りづらい物件

売れるまで
時間がかかる

ニーズが少ない

単価が低く収
益性が悪い

路線価と見合わない
期待されても困る

所有者の考え方と不動産屋の状況が負の連鎖



僕の考え方
つばめ制作社 8

若い世代
が少ない

お店が増
えない

理由は？

•やりたい仕事がない
•稼げない
•できる環境がない

もしカフェを始める人がいるとしたら
通常の不動産相場で購入または賃貸した場合

 この人口や構成比では売り上げが見込めない
 ランニングコスト（家賃など）の支払いが負担に
 投資回収ができず人件費も賄えない

この想像だけでも続けることが大変でチ
ャレンジできない



僕の考え方
つばめ制作社 9

若い世代
が少ない

お店が増
えない

例えば給料が3 0万、子ども２人の家族
（※価値観の違いもあります）

新築の場合

この浮いた7万円でできることは？

こういう環境を地域として若い世代に提供できるなら
古い建物でも喜んで住んでくれる、使ってくれる、我慢
できる（理解や納得できる）人は存在する

家賃10万 生活費20万

7万生活費20万3万

空き家の場合



蒲原地区=
文化財保存活用区域

地域全体を
文化財として捉える

静岡市の
文化財保存活用地域
計画

つばめ制作社 10

「知る」「守る」「活かす」「皆で取り組む」

もちろん空き家も

まち全体が観光資源
東海道、富士山、駿河湾、
町屋、古民家、歴史、文化、風土、
食、産業、工場、景観、
太平洋岸自転車道、立地、交通、
人の寛容さ

• 人を呼べる
• 地域外からの収益が生める
• まちを使い活かす新しいビジネス
• 若い力（アイデアやIT/DXなど）
が活かせる



おわりに
11

小さく始

められる
まち

稼げる
まち

若い世代がチャレンジしやすいまち

つばめ制作社



おわりに
つばめ制作社 12

• 若い世代が増えてほしい

• 都会から戻ってきてほしい

• 移住してきてくれたら

• 新しいお店ができたら

• 子どもが増えたら

• 自治会に人が増えたら

空き家は

皆さんの希望や願いを
叶えるツール

蒲原支所の２階で空き家についての情報提
供と相談を受け付けています
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2025年７月１９日（土）供用開始し、9月18日（木）までプール運営を終え、53日（荒天等により９日間プール運営中止）で延べ９．４万人の利用者があった。
事業者である「大浜シーリゾート株式会社」は、施設の設計、建設、工事監理、更に供用開始後の施設の維持管理、運営まで一括し、年中楽しめる公園として、
プールを含む公園全体の再整備をＰＦＩ手法により実施している。ＰＦＩ期間は2040年３月までの15年間。
ウォータースライダー
長さ82mの線形の異なる2つのスラダーを
設置し、繰り返し滑走を楽しむことが可能。
スライダーの下部の空間を利用して芝生
の休憩スペースを設置。

25mプール
6レーンを設け、スイミングゾーンと歩行
ゾーンに用途によって区別することで、
あらゆる人々の健康増進に寄与すること
が可能。

幼児用アトラクションプール
シャンプーハットや小型バケツ、水鉄
砲や小型スライダーを設け、初めて水
に入るような小さな子供たちも安全に
水遊びすることが可能。

芝生広場
多目的広場を兼ね、遊びや休憩、散策、イベントなどに
活用できる開放的な空間。日よけや幼児用の遊具、健
康アイテムを設置し、あらゆる世代の憩いの場を創出。

松林ゾーン
既存の松林を保全し、潮風害の軽
減や周辺の景観、環境調和に配慮
した。散策路や休憩ベンチを設け、
市民の利活用を図る。

流水プール
全長250m、幅６ｍの流水の変化のあ
る流水プールを設置。

直線スライダー
5色に色分けされたカラフルなスライダー。
友達と複数のコースを同時に滑り降り、競
争する楽しさを演出。

アトラクションプール
迫力満点のバケツアトラクションをはじめ、す
べり台や水車などの様々な水のアイテムを組
み込み、五感を刺激する演出を行う。

大型複合遊具
東西に細長い公園のヨコの連携を促す木製の大型複
合遊具。小さな子供から小学校高学年まであらゆる
年齢が挑戦できる遊具を設置。

収益施設（休養施設）
カフェや音楽ホール、多目的ホール、
富士山や駿河湾を眺める屋上ルーフ
トップガーデン等を整備し、市民の日常
利用やあらゆるイベントに活用。

収益施設（駐車場）
既存の公園の平場を活用した駐車
場を津波避難タワーの西側に78台
(内車いす用2台)、東側の休養施設
に35台(内車いす用1台)を一体的に
整備し、車での来園の利便性を向
上した。

駐輪場
東西に細長い公園の立地に配慮し、
西側に170台、東側に136台(内バイ
ク12台)を分散配置。



1991年に駿府公園基本計画・基本設計を策定、2005年の再評価を経て、歴史遺産の保存・再整備を念頭に置きながら公園としての魅力を高める整備を実施。
計画策定から30年が経過したが、これからはさらに時代の動向を踏まえ、歴史ある駿府城の魅力を最大限に引き出し、その価値を活かして観光客をお迎えする。
また、市民が日常的に楽しめる空間、イベントを開催しやすい空間にも配慮しながら、災害時の広域避難地としての役割も果たしていく。

現在の駿府城公園周辺

葵小学校
中央体育館

市民文化会館

静岡県庁

静岡病院

附属小・中

静岡地裁

歴史博物館

配置図

慶⾧時代

天正時代

発掘状況 整備前 整備後のイメージ
駿府城跡天守台野外展示施設

天守台野外展示
管理・ガイダンス施設

天正時代・慶⾧時代の天守台を保全整備する。
異なる２つの時代の天守台を同じ場所で
見られるのは全国でも珍しい事例！

野外展示への理解を深めるVRシアターのほか、
展示室や管理施設を整備する。

来訪者が、歴史を楽しく体感し、
歴史散策を楽しめるよう、デジタル技術を用いて
高精細な天守のVR・AR映像を制作・活用する。

本丸広場
以前より広く、快適な空間にするため、下記の整備
を予定していく。

◎ 内堀の発掘土を沈床園に移し、芝生広場を整備
◎ 過密な植栽環境を改善し、利用者の安全を確保

するため、支障木や枯損木を整理し、健全な樹木
を育成

◎ 中央部の園路は現在の丸い形状を改め、家康公が
築いた本丸堀(内堀)のラインを踏まえた直線的な
形状とし、歴史的景観を再現

現在の園路は、歴史を
感じられない丸い形状

紅葉山庭園茶室紅葉山庭園茶室
茶室での料理提供が可能になるよう、
調理場を整備。
日本建築の伝統美を感じる数寄屋造りの
茶室を食事会や会議・研修などに
利用できる。

BEFORE
AFTER

24席のレイアウト
▼40席まで配置可能

沈床園
芝生広場

城跡を意識した角ばった園路にし、
広場の使い勝手が向上



清水船越堤公園は、1984年に公園の一部が開園され、緑豊かな公園で、高低差も大きく、清水の街並みや清水港が望める美しい眺望が特徴である。
公園施設を適切に管理・更新するとともに、公園利用者からの多様なニーズに応えるべく、民間事業者が公園施設の整備・管理を一体的に行うPark-PFIを制度を
活用し再整備を実施した。2025年３月にカフェ、トイレ、駐車場がオープンした。今後、茶室の活用など、新しい需要に対応した活用策を実施する。



懇談会の構成

城北公園は、1980年に公園の一部が開園され、日本庭園や子ども広場、グラウンドなどの充実した施設、四季折々に咲く花や、桜、なんじゃもんじゃの木等が
見どころの公園である。2021年度より公園内の一部エリアにおいて再整備を目指していたが、公園全体を再整備することが望ましいと考え、令和７年２月より
住民や団体、公園利用者の皆様と一緒に、城北公園の再整備ついて話し合う懇談会を開催してきた。現在、懇談会からの提言書を踏まえ、再整備の方向性につい
て検討しているところである。



浜石岳

大崩風致地区

向敷地・丸子風致地区

賎機山風致地区

谷津山風致地区

有度山風致地区

大浜久能海岸風致地区

三保久能海岸風致地区

横砂山風致地区

清見寺風致地区
賤機山

鯨ヶ池

梶原山公園

谷津山

八幡山
有度山・日本平

風致地区

立地適正化計画における
居住誘導区域（都市機能誘導区域含む）

静岡市景観計画における
「市街地を囲むみどりの景観軸」
立地適正化計画における
計画区域（都市計画区域）

凡 例

秋葉山公園

陣笠山公園

今後重点的に利活用を図る里山公園

特徴的な眺望や自然環境を
有する供用済みの公園

一本松公園

清水船越堤公園









土地所有分類
■個人
■その他
※その他は社寺や

学校、公有地など

土地が細かく分かれ、大多数が個人所有地竹林が年々拡大し、谷津山の約４割に広がっている

年代別の竹林範囲
■1975範囲
■2009範囲
■2021範囲

竹林面積

約 ha 約 ha

1975年 2021年

※2024年8月時点の登記簿情報より作成
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基本方針１

基本方針２

基本方針３

谷津山保全活用方針の作成


※1：静岡市と市民団体や地権者、 ハイキングイベント団体等が参加
※2：頂上部の公園や散策道周辺など保全活用に重要な区域の地権者を対象に実施

保全活用検討会議※1
での調査・検討

地権者※2への
意向調査

イベントや活動等
での意見募集

市民協働での
現地の環境改善

【令和７年度の取組】

●コンセプトと将来図 ●保全活用の基本方針と具体取組



鯨ヶ池
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29.0%
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41.0%
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42.6%44.1% 46.1%

46.4%

47.0%
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生産緑地面積 市街化区域内農地面積 生産緑地/市街化区域内農地(%)
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葵区

羽衣団地周辺（駒形通り） 羽衣団地の部屋（改修後）羽衣団地の外観



駿河区

駿河区役所（駿河区南八幡町） 有東団地の部屋（改修後）有東団地の外観



清水区

静岡市こどもクリエイティブタウンま・あ・る 清水船原団地の部屋（改修後）清水船原団地の外観
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4

協議申請書等詳しくは

静岡市狭あい道路拡幅整備事業ホームページ

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2574/s007765.html

静岡市都市局建築部 建築安全推進課 狭あい道路係

静岡市葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階 電話054-221-1238
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Ⓒtoray arrows shizuokaⒸVELTEX SHIZUOKA

























アリーナ
事業地

JR東静岡駅北口市有地（17街区）
（静岡市葵区東静岡一丁目29～33、37）

敷地面積:約26,359㎡

アリーナ事業地

公園

公園

芝生広場

県立科学技術
高校

新県立中央図書館
予定地

グランシップ

病院
オフィス

商業施設
温浴施設

マンション

地理院地図（電子国土Web）を加工して作成

アリーナ
事業地

アリーナ事業地

JR静岡駅

JR清水駅

JR東静岡駅

JR草薙駅

清水区

駿河区

葵区

N

N

国土地理院撮影の空中写真（2020年撮影）を加工して作成





7月6月5月4月3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月
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次世代スタジアムシティとして参考となる好事例！
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※

2025 2026

※2025 ( )

※2023

10,404m2
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●静岡市はスポーツに最適な環境!
静岡市には、清水エスパルス(J1)やベルテックス静岡(B2)をはじめとする複数のプロスポーツチームがあり、
市民がスポーツを「する」「みる」「ささえる」など、様々な形で楽しめる環境があります!
その中でも清水区庵原地区には、プロ野球球団の本拠地である「ちゅ～るスタジアム清水」をはじめ、
宿泊施設を備えたﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、パラ優先施設IAIﾊﾟﾗｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸなど、多彩な施設が集積!
●地区全体でパラスポーツ対応施設を整備!
同地区の「交通アクセス」「既存施設」といった強みを活かし、各施設を面的に整備することで、
全国初となる“ユニバーサルスポーツ推進エリア”としてまちづくりを推進!

計画期間:～２０３１年３月３１日

「全国からパラスポーツを楽しむ人が集まるまち」を目指します!
〇 清水区庵原地区内の各スポーツ施設を誰もが安心して利用できる施設に改修（ハード）。
〇 パラスポーツを支援する人材や団体を統括する組織化を支援し、誰もがスポーツを楽しめる環境を整備（ソフト）。
〇 市民や民間事業者との共創により、スポーツが持つ力で社会的価値と経済的価値を結ぶ好循環を生み出す。
【庵原地区内のスポーツ施設利用者数:20,000人→36,000人、日本パラスポーツ協会公認指導者登録者数:54人→108人】

＜目標＞

＜セルフチェックシート＞

＜ＰＲポイント＞

〈現状・課題・総合的な取組体制＞

スポまち!表彰2025
静岡市

＜継続的な取組を確保できる体制（図）＞

だれもが、いつでも、どこでも楽しめる「“ユニバーサルスポーツの聖地“しずおか」へ!

2

2

11

3

6

5

5５

5

経済

環境

健康交流

ローカルブ

ランド

現在 将来

障がいのある方が、
優先的に利用できる
屋内運動場を新設
(2026完成予定)

年齢、性別、障がいの有無に
関わらず誰もが参加できる
ユニバーサルスポーツ大会・
体験会の開催

■パラスポーツに取り組める
施設が不足している

■市民のパラスポーツに対する
関心不足■ﾊﾟﾗｽﾎﾟｰﾂ統括団体の不在

エリア内の施設整備 組織化と指導員増加 イベントや大会の開催・誘致

ユニバーサルスポーツの拠点
及びプロフィットセンター化
するための機能改修
(2025検討開始)

国際大会・全国大会
及び合宿を誘致し、
選手による体験教室等を
開催

静岡市を
ユニバーサルスポーツの聖地に!

※イメージ
ふじのくにパラスポーツ情報センター

パラスポーツの指導や、
市民の障がいに対する
理解を向上するため、
指導者を増員

静岡市役所
観光交流文化局 都市局
保健福祉⾧寿局 経済局 など

スポーツ施設
指定管理者

パラスポーツ
団体

障害者福祉
団体

IAIパラ
スポーツパーク

スポーツ
推進委員

教育機関
大学

ホームタウン
チーム

・(仮称)ユニバーサルスポーツセンターの設置
・施設整備(バリアフリー化等)

・スポーツ相談(競技団体の紹介等)
・パラスポーツ指導員等の人材育成
・ユニバーサルスポーツネットワーク形成

・選手交流イベント
・ホームゲームでのPR

・競技団体間の連携
・合宿、大会誘致に関する情報共有

・利用者向けスポーツ体験会の共同開催
・スポーツ参加に関する相談支援

・ニュースポーツ体験会の運営
・地域イベントでの理解促進

・インクルーシブ教育、
研修プログラムの開発

・ユニバーサルスポーツイベントの開催・ユニバーサルスポーツ教室、
イベントの開催

（仮称）
静岡市パラスポーツ協会

スポーツと産業、健康、福祉、観光、教育を融合させた
地域活性化と共生社会の実現に繋げる。

パラスポーツに取り組み
たい人、パラアスリートを
目指したい人等を
支援する体制を構築

ちゅ～るスタジアム清水 清水ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ パラスポーツ指導員の増加 ウォーキングフットボール大会 パラバトミントン国際大会

※2025.10.12実施 ※2025.11.5~9実施

パラスポーツ統括団体の組織化

・ユニバーサルスポーツ振興を通じた
政策提言
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EV GX









⇋









自家用有償運送トータルサポートサービス提供会社

￥

＋

運行主体A

￥













➀ 利便性の高い都市交通サービスにおけるシェアサイクルイメージ

駅・バス停
（ﾎﾟｰﾄ）
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利用者（アプリ登録→利用）の新規人数及び累計人数



パルクルの普及にかかる取組（事業者の努力）
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0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

大きさ … 市面積を示す 色 …人口を示す

200㎢未満 200㎢以上 300㎢以上 500㎢以上 1,000㎢以上 80万人未満 80万人以上 100万人以上 150万人以上 200万人以上
300㎢未満 500㎢未満 1,000㎢未満 100万人未満 150万人未満 200万人未満

札幌

静岡

浜松

千葉

さいたま

川崎

神戸

福岡
名古屋

新潟

熊本

堺

北九州

大阪

岡山

広島

仙台

相模原

横浜

京都

（県人口に占める市人口の割合）

（県面積に占める市面積の割合）

※２０２０年国勢調査（総務省）を
基に静岡市企画課が作成

県庁所在都市集中型大都市Ⅰ型
県全体比の人口集中度：中～大
県全体比の面積集中度：小～中
人口：小～大 面積：小～大

県庁所在都市集中型大都市Ⅱ
型
県全体比の人口集中度：中～大
県全体比の面積集中度：大
人口：中～大 面積：中～大

独立大都市型
県全体比の人口集中度：小
県全体比の面積集中度：小～中
人口：小～中 面積：小～中

巨大都市圏外の県に類似した都市

人口：小 面積：大

参考：福井県、鳥取県、島根県、
高知県、徳島県





















※ ※















U

※







静岡市
参考：静岡県計

参考：浜松市

※





総合政策局

企画課




